
利用希望者と連絡を取る

１.事前相談
２.空き家バンク登録申請

５.利用希望通知書の受取

空き家所有者 利用希望者

空き家情報の閲覧

利用希望申請

空き家所有者と
連絡を取る

登録者情報通知書
の受取

３.申請書類確認

４.空き家バンク登録

全国版空き家・空き地
バンク等への掲載

利用希望申請の受付

山陽小野田市

登録者情報通知書
利用希望通知書

の送付

６.内覧・交渉・契約

当事者間で交渉・契約
※市は介入しません。

空き家を
売りたい空き家を

貸したい

空き家を
利用したい

提出する書類
①空き家バンク登録申請書（様式第１号）
②誓約書（登録者用）
③同意書
④建物及び土地の登記全部事項証明書
※建物が未登記の場合は、固定資産名寄
帳兼課税台帳の写し

⑤ホームページ掲載用の写真（内観・外観）
⑥位置図
⑦建物の間取りがわかる平面図
⑧本人確認書類の写し
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